
工 事 名

工 事 場 所 鳥羽市 相差町 地内

工 事 種 別

当 初 契 約 年 月 日

（１回目）

（２回目）

当 初 工 事 期 間  令和４年９月１日 ～  令和５年３月３０日

変 更 後 工 事 期 間 （１回目）

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 （２回目）

変 更 後 の 契 約 金 額 （２回目）

変 更 契 約 年 月 日
 令和５年３月２４日

 令和５年６月９日

相差漁港陸閘長寿命化工事

土木工事

変 更 工 事 概 要 陸閘工　N＝１基

 令和４年９月１日

様式第５号（第５条関係）

変　更　契　約　調　書

契約の相手方及び住所

三重県尾鷲市中川1-17

株式会社伊藤工作所

代表取締役　伊藤新

令和４年９月１日　～　令和５年６月３０日

１７,１０５,０００円(税込み)

１,２９５,８００円(税込み)

１８,４００,８００円(税込み)

変 更 契 約 理 由

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとす
る。

・扉体下部の水密ゴムを抑えるボルトが固着し、取り外せない状態である
ことが判明したため、既設ボルト頭を切断し、新たにボルト固定のための
穴を削孔する必要があったため、変更するものである。
・現地にあるハンドルが腐食していることからハンドル箱と共にステンレ
スに追加変更するものである。
・交通誘導員について、概算配置人数を実配置人数に変更するものであ
る。


